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１．介護報酬改定の施行時期について  

※参考資料 令和 6年 1月 22日開催 第 239回社会保障審議会介護給付費分科会の資料より抜粋 

第 239 回社会保障審議会介護給付費分科会資料より 
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２．介護予防支援費（Ⅱ）の新設について 

 
 

 

 

留意事項：介護予防支援費（Ⅱ）は、指定居宅介護支援事業者のみが算定する。 

居宅介護支援費と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が算定可能。 

第 239 回社会保障審議会介護給付費分科会資料より 
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３．居宅介護支援費（Ⅱ）の見直しについて 
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留意事項：居宅介護支援費（Ⅱ）は、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に算定可能。 
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４．ケアプランデータ連携システムの周知について 

  令和５年 4月より、国民健康保険中央会によりケアプランデータ連携システムの運用が開始されました。 

  本システムを利用することで、居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所が、居宅サービス計画書等をやり取りする負担が大幅に削減さ

れるため、本システムは介護現場における生産性向上に資する強力なツールとなることから、事業所等に積極的に周知し利用勧奨をお願い

いたします。（令和 5年 3月 31日付介護保険最新情報Ｖｏｌ．1139） 

  また、今般、ケアプランデータ連携システム導入後の費用対効果をかんたんに診断できる「かんたんシミュレーションツール」がケアプ 

ランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトに公開されておりますので、併せて周知いただきますようお願いいたします。 

（令和6年1月30日付介護保険最新情報Ｖｏｌ．1204） 
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・ケアプランデータ連携システムサポートサイト 

（https://www.careplan-renkei-support.jp/） 

 

 ・ケアプランデータ連携システムサポートサイト問い合わせフォーム 

（https://www.careplan-renkei-support.jp/contact/index.html） 

 

・電話番号：0120-584-708  受付時間：09:00～17：00（土日祝日は除く） 
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５．サービス種類コードの変更について 

＜サービス種類コード一覧＞  

 

 

  

【留意事項】 

＜介護給付＞ 

〇コード「23」 

短期入所療養介護（病院等） 

 

〇コード「53」 

廃止 

 

＜予防給付＞ 

〇コード「26」 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 
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６．原案作成委託料支払事務について 

 令和６年４月に行われる国保連合会の介護保険審査支払等システムリリースにおいて、原案作成委託料支払事務に係る機能が搭載されます。

（令和５年 11月 29日付厚生労働省老健局介護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡） 

詳細については、別途説明する予定です。 

 

【背景】 

厚生労働省認知症施策・地域介護推進課で、地域包括支援センターの事務負担軽減を目的に全国標準の仕組みとして「国保連合会に地域包括

支援センターが請求する介護報酬（予防支援費）から委託先の居宅介護支援事業者に委託費を支払うスキーム（代理受領）」をシステム化することが検

討され、国保中央会にてシステム開発を行うこととされた。 

 

○ 地域包括支援センターの運営方式は２パターンあり、それぞれに対応がされます。 

・保険者が社福法人等に運営を委託している場合（委託型） 

・保険者が自ら地域包括支援センターを運営している場合（直営型） 
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７．記載要領の変更について（介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（様式第七の三）） 

 

地域包括支援センターは、給付管理票及び請求明細書（介護予防支援費または総合事業ケアマネジメント費）を国保連合会へ提出するが、給付管理

票の提出を必要としない介護予防ケアマネジメント費の委託料について、委託先の居宅介護支援事業所が把握できない。 

そのため、介護予防ケアマネジメント費の請求の際に、「委託先の居宅介護支援事業所番号」を記入して請求するよう、介護予防・日常生活

支援総合事業費明細書の様式第七の三の記載要領が変更されます。 
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事業費明細欄の 1 行目の摘要にケアプラ

ン原案作成の委託先である居宅介護支援

事業所の番号 10 桁を入力する。 

住所地特例の場合は、事業費明細欄（住所

地特例対象者欄）の 1 行目の摘要に入力す

る。 



11 

 

８．基準費用額（居住費）の見直しについて 
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９．低所得者の負担限度額等について 
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１０.受給者情報異動（訂正）連絡票の変更について 

  

変更前：従来型個室（老・療） 

変更後：従来型個室（老・医） 
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１１.台帳関連業務について 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスの情報に異動が発生した場合、サービス提供月の月末までに国保連合会へ「介護予防・日

常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報」【5H1】を国保連合会に提出します。 

  また、事業所異動連絡票情報については、県を経由し本会へ送付されますので期日までに確実に県へ連携していただきますようお願いい

たします。 

 

 

 

１２.受給者異動連絡票情報について 

〇 居住費の基準費用額・負担限度額の見直し等が行われます。（令和６年８月～） 

  〇 介護老人保健施設と介護医療院の多床室の居住費が変わります。（令和７年８月～） 

 

これらに伴い、受給者の情報に異動が発生した場合、異動が発生した月の翌月３日までに国保連合会へ受給者異動連絡票情報【531】を提

出してください。 

 

 

 

１３．国保中央会伝送ソフトのバージョンアップについて 

  令和６年度制度改正に伴い、国保中央会伝送ソフト（都道府県・市町村版）のバージョンアップが予定されています。 

   

【配布方法】 

プログラム更新機能による都道府県・保険者受付サーバからのダウンロード配布となります。（予定） 

また、国保中央会伝送ソフト（都道府県・市町村版）ホームページにも併せて掲載し、同ホームページからのダウンロードによる入

手も可能となります。詳細については、令和６年４月にご案内いたします。 
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